
転
車
。
そ
れ
は
だ
れ
も
が
気
軽

に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
便
利
な

乗
り
物
で
す
。
通
勤
・
通
学
す
る
と
き

や
買
い
物
、
遊
び
に
行
く
と
き
の
移
動

手
段
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
活

躍
し
ま
す
。
し
か
し
、
誤
っ
た
乗
り
方

を
す
る
と
、
事
故
に
遭
う
だ
け
で
は
な

く
、
事
故
の
加
害
者
に
な
る
恐
れ
も
あ

り
ま
す
。

　

あ
な
た
は
自
転
車
の
正
し
い
乗
り
方

や
運
転
ル
ー
ル
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

今
回
の
特
集
で
は
、
安
心
し
て
快
適
に

自
転
車
に
乗
る
た
め
に
知
っ
て
お
き
た

い
こ
と
を
紹
介
し
ま
す
。

若
者
に
多
く
見
ら
れ
る
事
故

内
の
自
転
車
が
関
係
す
る
交
通

事
故
の
発
生
件
数
を
時
間
帯

で
見
て
み
る
と
、
通
勤
・
通
学
の
時
間

帯
で
あ
る
午
前
８
時
～
10
時
と
帰
宅
や

買
い
物
に
行
く
時
間
帯
で
あ
る
午
後
４

時
～
６
時
に
事
故
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
年
齢
別
で
見
て
み
る
と
、

普
段
か
ら
自
転
車
を
移
動
手
段
と
し
て

よ
く
利
用
す
る
10
代
が
関
係
す
る
事
故

自

自
転
車
の
正
し
い
乗
り
方

知
っ
て
い
ま
す
か
？

▲ JR 海老津駅前の町営駐輪場。通勤・通学に多く人が自転車を利用している

県

■県内の自転車関連交通事故発生件数（平成 26 年度　福岡県警察ホームページから）

0 ～ 2 2 ～ 4 4 ～ 6 6 ～ 8 8 ～ 10 10 ～ 12 12 ～ 14 14 ～ 16 16 ～ 18 18 ～ 20 20 ～ 22 22 ～ 24

71 31 56

725

1,074

646 623 624

848

352

153

1,121

（時）

（件）

200

400

600

800

1,000

▲年齢別自転車関連事故発生件数 ▲時間帯別自転車関連事故発生件数

10 歳未満
4.0%

10歳代
29.4%

20歳代
18.5%

30歳代
12.4%

40歳代
9.5%

50歳代
7.6%

65歳以上
14.2%

60～ 64歳
4.4%
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特集 自転車の正しい乗り方
知っていますか

が
、
ほ
か
の
年
代
と
比
べ
て
と
て
も
多

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

警
察
に
よ
る
と
、
最
近
イ
ヤ
ホ
ン
を

使
い
、
大
音
量
で
音
楽
を
聴
き
な
が
ら

自
転
車
を
運
転
す
る
若
い
人
や
２
、３

列
で
車
道
に
広
が
っ
て
通
行
す
る
学
生

の
姿
が
よ
く
目
に
付
く
そ
う
で
す
。　

　

こ
の
よ
う
な
運
転
は
、
信
号
無
視
や

一
時
不
停
止
と
同
じ
よ
う
に
道
路
交
通

法
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
自
転
車
を
運
転

し
て
い
る
こ
と
が
、
若
者
の
事
故
の
多

さ
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

安
全
に
自
転
車
を
利
用
す
る
た
め
に

は
、
ま
ず
運
転
の
ル
ー
ル
を
知
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

事故が発生しやすい道路状況

折尾警察署交通第一課
警部補　山田尊文さん

こんな場面は要注意！!

　自転車が関係する事故のうち約６割を占めます。
原因として、自転車に乗る人が一時停止をしないこ
となどが挙げられます。

　自動車の運転手は、青色信号で左折するとき、横
断しようとする歩行者には注意します。しかし、後
ろから突然やってくる自転車には気付きにくい傾向
があります。

　自動車と右側を通行していた自転車の衝突事故が
大半を占めます。カーブなどで視認距離が狭くなる
ことや回避行動がとりにくいことが原因です。

その３　自動車との正面衝突

その２　左折中の自動車との衝突その１　交差点で出会い頭の衝突

　自転車が関係する交通事故の大半
は、交差点での出会い頭の事故です。
道路交通法では、自転車も軽車両に
分類されます。自動車やバイクと同
じように「止まれ」の標識があるとこ
ろでは、必ず一時停止をして安全を
確認してください。また、自動車を
運転する皆さんも自転車の動きに注

意してください。
　見通しの悪い交差点などでは「飛び
出して来ないだろう」ではなく「自転
車が飛び出してくるかもしれない」と
いう「かもしれない運転」を心掛けて
ください。自転車を運転する人も自
動車やバイクを運転する人も、慎重
な運転をお願いします。

「かもしれない」を心掛けてください
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そ
の
乗
り
方
は　
　
　
　
で
す

ち
ょ
っ
と
待
っ
て
！

危険なルール違反を繰り返すと・・・

自転車運転者講習を受けることになります

受講命令に違反したときは、５万円以下の罰金が科せられます。

●信号無視
●一時不停止
●酒酔い運転
●遮断踏切立ち入り
●歩道通行時の通行
　方法違反　など

平成 2
7年

6月 1
日から

講習制度のながれ

危険行為を
３年以内に
２回以上
繰り返す

講習の受講
●講習時間
　3 時間
●講習手数料
　5,700 円

受講命令

対象となる危険行為

こんな乗り方も違反です

■信号無視
（３カ月以下の懲役または５万円以下の罰金）
■無灯火運転
■携帯電話や大音量でイヤホンなど
　を使いながら自転車を運転

（５万円以下の罰金）
■歩行者妨害や自転車で並んで走行

（２万円以下の罰金または科料）

傘
さ
し
運
転

酒
酔
い
運
転

二
人
乗
り

５万円以下
の罰金 ５年以下の

懲役

または 100
万円

以下の罰金

２万円以下
の罰金

または科料

右側の路側帯や車道の右側を通行

自動車と同じように道路の左側通
行が原則です。

違
反
違
反

※イラストは福岡県警察発行のパンフレットから引用

※�幼児用座席に６歳未満の子どもを
乗せるなどの場合を除く

歩
道

路側帯とは？

歩道のない道路で、道路の端に
設けられた白線の外側の部分



特集 自転車の正しい乗り方
知っていますか

毎日乗っているから分かる
ルールを守る大切さ
　私たちは剣道部に所属してい
るので、放課後に学校から町民
武道館まで、なるべく自動車の
通行量が少ない道路を通るよう
にしています。このときも、万
が一に備えて左側通行は必ず
守っています。また、下校時に
は自転車も通れる歩道を通行し
ますが、歩行者がいるときは、

徐行するか自転車を降りて通行
しています。
　車道や路側帯を通るときは、
自動車との距離が近くなり、と
ても怖い思いをすることがあり
ます。自動車を運転する皆さん
には、スピードを緩めて通過し
てもらうと、私たちも安心して
通行できます。

▲橋井海
か い と

翔さん（左）と松丸悠
ゆ う と

斗
　さん（右）（ともに岡垣中３年）

毎日見守っているから分かる
ルールを知る大切さ
　私は毎日のように地域の交差点
や横断歩道で交通安全指導を行っ
ています。そのときに車道の右側
を走る自転車やブレーキをかけず
に坂道を下ってくる自転車を見か
けます。また、通学途中の小学生
に「自転車に乗るとき、道路のど
こを通るの」と尋ねてみても、大
半の小学生は、正しく理解してい

ないようです。交通事故に遭わ
ないために、また、交通事故の加
害者にならないために必要なこと
は、交通ルールを正しく知ること
だと思います。
　交通ルールを学び、学んだこと
を周囲の人に伝えることで、自転
車事故のない地域はつくれると思
います。

ルールを守る大切さ
ルールを知る大切さ

交通安全指導員　八木正典さん

ル
ー
ル
を
確
認
し
よ
う

転
車
運
転
の
ル
ー
ル
は
、
運
転

す
る
人
を
守
る
た
め
だ
け
で
は

な
く
、
歩
行
者
な
ど
が
事
故
に
巻
き
込

ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。「
ぶ
つ
か
っ
て
も
被
害
は

小
さ
い
だ
ろ
う
」「
大
き
な
事
故
に
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
」な
ど
、
誤
っ
た
考
え

で
ル
ー
ル
に
違
反
す
る
と
、
大
き
な
事

故
に
つ
な
が
り
ま
す
。
事
故
を
起
こ
し
、

被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
り
、
け
が
を
負

わ
せ
た
り
す
る
と
、
損
害
賠
償
責
任
も

発
生
し
ま
す
。
交
通
事
故
か
ら
自
分
自

身
や
歩
行
者
を
守
る
た
め
に
も
、
ル
ー

ル
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
交
通
ル
ー
ル
を
定
め
る
道
路

交
通
法
は
、
ほ
か
の
法
律
と
同
じ
よ
う

に
新
た
な
ル
ー
ル
が
追
加
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
法
律
が
改
正
さ
れ
た
と

き
は
、
内
容
を
し
っ
か
り
確
認
す
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

安
全
運
転
に
は
マ
ナ
ー
も
必
要

転
車
を
運
転
す
る
と
き
に
は
、

ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
の
ほ
か

に
、
周
り
の
人
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ

う
に
心
掛
け
、
マ
ナ
ー
を
守
る
こ
と
も

重
要
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
自
転
車
の

運
転
に
限
ら
ず
、
歩
行
者
や
自
動
車
な

ど
、
道
路
を
利
用
す
る
す
べ
て
の
人
が
、

お
互
い
を
思
い
や
る
気
持
ち
を
持
つ
こ

と
で
交
通
事
故
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

自自

5



毎日乗る自転車
私たちも点検を行っています

日
ご
ろ
か
ら
確
認
・
点
検
し
よ
う

確
か
め
る
こ
と
で
事
故
は
防
げ
ま
す

　自転車に毎日乗る中学生も、定期的に自転車の点
検を行っています。学校では、各学期に１～２回程
度交通指導とともに点検を実施。特にブレーキやラ
イトが正しく作動するかを確認しているそうです。
　日ごろからこまめに自転車の確認を行っておくこ
とで、未然に防ぐことができる事故もあります。

□ハンドル
前輪と直角に固定され
ているか

□ベル・ブザー
良く鳴るか

□タイヤ
空気圧は十分か

□尾灯・反射板
後ろからよく見えるか □ブレーキ

前後とも良く効くか

□サドル
両足先が地面につく高さで
固定されているか

□ライト
明るくつくか

■自転車点検チェックリスト

定
期
点
検
を
忘
れ
ず
に

　

安
全
に
自
転
車
を
運
転
す
る
に
は
、

日
ご
ろ
か
ら
自
転
車
を
点
検
し
て
お
く

こ
と
も
必
要
で
す
。
下
に
示
し
た
項
目

を
定
期
的
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
特
に

ブ
レ
ー
キ
は
、
整
備
が
不
十
分
だ
と
罰

金
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

前
後
と
も
良
く
効
く
か
確
認
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
自
転
車
安
全
整
備
店
で
点
検・

整
備
を
行
う
と
、
傷
害
保
険
や
賠
償
責

任
保
険
が
つ
い
た
マ
ー
ク（
Ｔ
Ｓ
マ
ー

ク
）を
貼
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
安
心
し
て
自
転
車
に
乗
る
た
め
に

は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
利
用
す
る
こ

と
も
効
果
的
で
す
。

家
族
で
安
全
確
認
し
よ
う

　

夏
休
み
期
間
中
は
、
子
ど
も
た
ち
が

自
転
車
を
利
用
し
て
出
掛
け
る
こ
と
が

多
く
な
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
家
族

み
ん
な
で
ル
ー
ル
の
確
認
や
点
検
を
行

い
ま
し
ょ
う
。
大
人
か
ら
子
ど
も
ま
で
、

一
人
ひ
と
り
が
交
通
安
全
を
心
掛
け
る

こ
と
が
、
事
故
の
な
い
安
全
な
交
通
環

境
を
つ
く
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
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特集 自転車の正しい乗り方
知っていますか

家族みんなでチャレンジ！

自転車の交通安全クイズ
１　法律（道路交通法）では、自転車
　 は「車両」ではない。

２　自転車は、車道を通行している	
	 ときは、車両用信号に従わなけ	
	 ればならない。

３　自転車で歩道を通行するときは、
	 歩行者にぶつからなければスピ
	 ードに気をつけなくてもよい。

４　片方のブレーキが壊れている自	
	 転車は、早めにブレーキをかけ	
	 るようにすれば運転してもよい。

５　傘をさしたり、携帯電話を使っ	
	 たりしながら自転車を運転する	
	 ことは禁止されている。

６　自転車は２列まで横に並んで
	 通行することができる。

７　夜間、照明のある場所を通行す	
	 るときは、ライトをつけなくて	
	 もよい。

８　自転車のベルはつけなくてもよい

９　一本線で標示された路側帯は、	
	 左側の路側帯に限り通ることが	
	 できる。

10　右の道路標識は「歩行者
　　と自転車が通行できる場
　　所」を意味するので、こ
　　の標識がある歩道は、自
　　転車も通行できる。

自転車安全利用の５原則

自転車の交通ルールを○×クイズで確認しましょう

最後に確認
！

　　自転車は、車道が原則、歩道は例外

　　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

　　車道は左側を通行

　　自転車は、車道が原則、歩道は例外

　　子どもはヘルメットを着用

１

２
３

４

５

※答えは８ページの一番下にあります

例外　歩道を通行できるのは次のときに限ります。
・自転車歩道通行可の標識がある
・13歳未満の子どもや 70歳以上の高齢者、身体の不自
　由な人が運転する
・道路工事や駐車車両などで車道の通行ができない
※警察官が歩道を通行しないように指示したときを除く

　　安全ルールを守る
■信号を守り、一時停止と安全確認を
■夜間はライトを点灯
■飲酒運転・並進・二人乗りの禁止

　　自転車歩道通行可の標識
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